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岐阜県公立小・中・義務教育学校 共同学校事務室の設置に関するガイドライン 

Ver 1.0 

 

 

１ 趣旨 

事務職員の職務については、「学校教育法」の一部改正（平成２９年４月 1日施行）により、

「事務に従事する」から「事務をつかさどる」へと変更された。改正の際の通知では、「学校

組織における唯一の総務・財務等に通じる専門職である事務職員の職務を見直すことにより、

管理職や他の教職員との適切な業務の連携・分担の下、その専門性を生かして学校の事務を

一定の責任をもって自己の担任事項として処理することとし、より主体的・積極的に校務運

営に参画することを目指すものである。」と述べている。 

 これと併せて、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「地教行法」という。）」

の改正（平成２９年４月 1 日施行）により、共同学校事務室の設置が法制化された。共同学

校事務室を導入することは、事務の共同処理の実施に係る責任・権限関係の明確化や OJT（オ

ン・ザ・ジョブ・トレーニング）の実施による事務職員の育成及び資質の向上など、事務処

理の更なる効果的な実施や事務体制の強化が期待される。 

 また、「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校にお

ける働き方改革に関する総合的な方策について（答申）」（平成３１年１月２５日中教審答申）

においては、「事務職員は、その学校運営事務に関する専門性を生かしつつ、より広い視点に

立って、学校運営について副校長・教頭とともに校長を補佐する役割を果たすことが期待さ

れている。文部科学省や教育委員会は、（中略）共同学校事務室の設置・活用などを推進し、

事務職員の質の向上や学校事務の適正化と効率的な処理、事務機能の強化を更に進めるべき

である。」と述べられている。 

さらに、「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」（令和３年１月２６日中教審答申）

においては、「事務職員が校務運営に参画する機会を一層拡大し、主体的・積極的に財務・総

務等に通じる専門職としての役割を果たすことが期待される。」と述べられている。  

上記の法改正や提言等にあるように、子供をめぐる教育課題が複雑化・困難化する中、学

校機能強化を一体的に推進し、マネジメントモデルの転換を行うことが重要である。そのた

め、責任・権限関係が明確化された共同学校事務室を設置し、業務の適正化・効率化及び事

務職員の校務運営への参画等を行うことは、学校における働き方改革の推進も含めて、有効

な方策の一つと考えられる。 

このことから、新しい時代の学校教育の充実に向けて、働き方改革を推進して教員が児童

生徒と向き合う時間を確保し、チームとしての学校の教育力・組織力を向上させ、「令和の日

本型学校教育」の構築を県全体として目指すため、「共同学校事務室」の導入に向けたガイド

ラインを示すこととする。 
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２ 法令上の位置付け（【資料１】参照） 

（１）共同学校事務室 

・ 小学校には、（中略）事務職員を置かなければならない（学校教育法第三十七条）、事務

職員は、事務をつかさどる（同条十四項） ※中学校、義務教育学校等に準用 

・ 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより（中略）二以上の学校に係る事務

（学校教育法第三十七条第十四項（中略）の規定により事務職員がつかさどる事務その他

の事務であつて共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものとして政令で定

めるものに限る。）を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する

二以上の学校のうちいずれか一の学校に、共同学校事務室を置くことができる（地教行法

第四十七条の四） 

 

（２）室長及び職員 

・ 共同学校事務室に、室長及び所要の職員を置く（地教行法第四十七条の四第二項）、室長

は、共同学校事務室の室務をつかさどる（同第三項） 

・ 市町村の教育委員会は、（中略）共同学校事務室の室長及び職員に対象学校の事務職員を

もつて充てようとする場合において、当該事務職員が県費負担教職員であるときは、その

任命権者の同意を得なければならない。同項ただし書きに規定する場合において、当該事

務職員以外の者をもつて室長に充てるときも、同様とする（地教行法施行令第七条の三） 

 

 

３ 共同学校事務室のねらい 

（１）事務職員の校務運営への参画の一層の拡大による学校におけるマネジメント機能の強化 

基本的に各小中学校に１名ずつ配置される事務職員において、複数人で複数校の事務を

行う体制の導入により、事務機能が強化され、事務職員の主体的・積極的な校務運営への

参画の機会が一層拡大し、副校長･教頭とともに校長を補佐する役割を果たすことができる。 

さらに、共同学校事務室の業務において、例えばカリキュラム・マネジメントの推進に

必要な人的・物的資源の調整・調達等（ICT を活用した教育活動に資するものを含む）や教

育活動に関する経営資源（リソース）の情報を管理・活用するなど、学校のマネジメント

の一部を共同学校事務室で担うことにより、学校におけるマネジメント機能の更なる強化

を図ることができる。 

 

（２）事務処理体制の確立による事務の適正化・効率化・平準化及び負担軽減 

組織的な体制で業務を処理する事務処理体制を確立することにより、備品の共同購入や

給与・旅費に関する事務の共同処理、各種様式・処理方法の統一及び事務処理システムの

開発など、正確・適正で効率的な事務処理の実施や事務の平準化を通じた全ての学校の事

務の質の維持・向上、さらには事務職員等の事務負担の軽減を図ることができる。 
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（３）業務改善や事務支援による教職員の働き方改革の推進を通じた教員の児童生徒と向き合う

時間の確保及び教育活動の支援 

共同学校事務室の業務を通じて、教員と事務職員の役割分担の見直しなどの校務全体の

業務改善や教員への事務支援を行い、教員の負担を軽減することで、学校における働き方

改革が推進され、教員が子供と向き合う時間の確保や教育活動の支援を図ることができる。 

 

（４）事務職員の人材育成及び資質の向上 

行政組織である共同学校事務室における組織的な業務の処理やＯＪＴ及び研修等により、

経験豊富な事務職員から経験の浅い事務職員等への指導・助言及び支援などを通じて、事

務職員全体のスキルアップや事務負担の軽減を図ることができる。それにより、経験年数

の浅い事務職員を含めた全ての事務職員が各学校で主体的・積極的に校務運営に参画し、

どの学校においても質の高い事務の提供を図ることができる。 

 

（５）市町村教育委員会や地域等関係機関との連携・協働による効果的な教育行政の推進及び地

域とともにある学校づくりの支援 

市町村教育委員会と連携・協働し、財務・総務等において教育委員会と学校をつなぐ役

割を担う行政組織として、これまでの事務分担や事務運営を見直すとともに、共同学校事

務室協議会（仮称）[*1]等を活用しながら、地域の子供の育ちを俯瞰した支援方法の検討

を行い、教育活動の円滑な推進と子供の安全・安心及び学びの質と機会を保障できる組織

運営の実施を図ることができる。 

さらに、「社会に開かれた教育課程」の実現に向け、共同学校事務室において、例えば、

地域の人的資源等の収集・管理・活用を行ったり、学校運営協議会（コミュニティ・スク

ール）や校内研修に参画して提案や情報発信を行ったりするなど、学校と家庭・地域・関

係機関をつなぐ役割を果たし、連携・協働して育てたい子供像や目指す学校像を実現する

学びの環境の協創を図ることができる。 

   [*1]共同学校事務室協議会（仮称）…本ガイドラインの４（３）を参照。共同学校事務室

に関する業務等について、関係者が検討・審議・評価などを行う。 

 

 

４ 市町村における推進体制 

（１）共同学校事務室に係る関係規定の整備 

市町村教育委員会は、共同学校事務室の設置に当たり、学校管理規則等の整備を行う。 

※ 学校管理規則の一部改正（例）は【資料２】を、共同学校事務室の組織及び運営に関す

る要綱（例）は【資料３】を参照。 

 

（２）共同学校事務室の設置 

市町村教育委員会（学校組合教育委員会は、事務局を置く市町村に含む）は、共同学校
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事務室を設置する学校（設置校）及び事務を共同で処理する学校（対象学校）を指定する。 

※ 共同学校事務室は、市町村ごとで学校に配置することを原則とするが、近隣の市町村

で協定書を締結するなどにより、管轄区域を指定して共同学校事務室を配置することが

できる。 

 

（３）市町村教育委員会における推進組織体制の整備 

市町村教育委員会は、共同学校事務室の設置に当たって、市町村内全体で効果的な教育

活動の支援や事務改善に関する内容等について検討・審議・評価などを行う「共同学校事

務室協議会(仮称)」を必要に応じて設置するなど、関係者間（市町村教育委員会、校長代

表、教頭代表、教職員代表、事務職員代表等）の連携・協働による運営の円滑化を図る。 

 

（４）県教育委員会への事務手続き及び室長等の発令 

市町村教育委員会は、複数の共同学校事務室を統括する統括室長及び統括室長を補佐す

る副統括室長や共同学校事務室の室長及び副室長、その他共同学校事務室を構成する職員

（以下「室員」という。）に県費負担教職員を充てる場合には、県教育委員会へ報告[*2]し、

同意を得るものとする。県教育委員会の同意に関する通知をもって、市町村教育委員会は

共同学校事務室の統括室長及び副統括室長や室長に対する発令をしたものとみなす。 

[*2]共同学校事務室の事務職員の名簿の作成例は【資料４】を参照。 

 

（５）共同学校事務室の運営の円滑化 

市町村教育委員会は、共同学校事務室の運営が円滑に行われるよう、統括室長の本務校

の校長（以下「代表中心校長」という。）及び室長の本務校の校長（以下「中心校長」とい

う。）や統括室長・副統括室長及び室長等と連携して対応する。 

 

 

５ 共同学校事務室の体制 

（１）共同学校事務室の組織 

① 共同学校事務室は、市町村内又は関係市町村が指定する管轄区域内（以下「市町村等内」

という。）の全ての市町村立小・中・義務教育学校の事務職員により構成される。 

② 共同学校事務室には室長を置く。併せて、室長の補佐及び不在時等の代理として、必要

に応じて副室長を置くことができる。 

③ 複数の共同学校事務室を統括する統括室長を置く。統括室長の補佐として、必要に応じ

て副統括室長を置くことができる。 

④ 統括室長及び副統括室長は、原則、本務校を除く市町村等内の全ての市町村立小・中・

義務教育学校を兼務する。室長・副室長及び室員は、原則、本務校を除く所属する共同学

校事務室内の市町村立小・中・義務教育学校を兼務する。 

⑤ 代表中心校長は、統括室長を監督し、市町村等内の共同学校事務室の全体の運営が円滑
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に行われるよう、統括室長への指導・助言や各中心校長及び校長会・教頭会等との連絡調

整、共同学校事務室運営の懸案事項等に関する市町村教育委員会との対応を行う。 

⑥ 中心校長は、室長を監督し、共同学校事務室の運営が円滑に行われるよう、室長への指

導・助言や市町村教育委員会及び対象学校の校長・教頭等との連絡調整を行う。 

  ⑦ 共同学校事務室では、学校の事務の適正化・効率化及び教職員の負担軽減などの課題を

解決するため、特定の業務を専門的に実施するチーム（担当者会等）及びチームリーダー

（担当者会チーフ等）を必要に応じて置くことができる。 

  ※ 共同学校事務室の組織イメージ（参考）は【資料５】を参照。 

 

（２）共同学校事務室の運営 

① 統括室長及び室長は、共同学校事務室の目標・計画及び分掌等を定めた共同学校事務室

経営案や共同学校事務室実施計画書[*3]及び共同学校事務室実施報告書[*3]を作成するな

ど、共同学校事務室の業務を計画的かつ効果的に管理・運営する。なお、計画等の作成・実

施に当たっては、市町村教育委員会や代表中心校長及び中心校長等と十分に協議・調整を

行う。 

② 共同学校事務室の業務は、市町村の実情に応じて、開催回数・時間など弾力的に運用する。 

③ 共同学校事務室の業務において、公文書及び個人情報を本務校の外へ持ち出す場合は、

共同学校事務室に係る文書持出書[*3]を活用するなど、市町村のセキュリティーポリシー

に基づき行う。 

④ その他、詳細については、統括室長・副統括室長及び室長等が市町村教育委員会や代表

中心校長及び中心校長等と協議・調整の上、決定する。 

  [*3]様式例は【資料３】を参照。 

 

６ 共同学校事務室の所掌事務と職務 

（１）共同学校事務室の所掌事務 

・ 共同学校事務室の所掌事務は、地教行法施行令第７条の２第１号及び第２号に規定する

事務のほか、市町村教育委員会において学校管理規則等に定めている小中学校等事務職員

の標準的職務内容（学校管理規則等に小中学校等事務職員の標準的職務内容を定めていな

い場合は、「市町村立小中学校事務職員の標準的職務内容（令和３年１０月６日 教職第６

０３号）（【資料６】参照）」）に示される職務のうち、共同で処理することにより、適正化・

効率化又は効果的な学校運営に関する支援を図ることができる事務等とし、市町村教育委

員会で定める。 

・ 市町村教育委員会は、共同学校事務室の所掌事務を定める際、「市町村立小中学校事務職

員の標準的職務内容（令和３年１０月６日 教職第６０３号）」を参考に、事務職員の標準

的職務内容を学校管理規則等に定め明確化することも併せて推進する。 

・ 所掌事務の実施に当たって、統括室長・副統括室長及び室長は、特定の室員等に対し過

度に業務が集中することがないようにする。 
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（２）統括室長の職務 

統括室長は、代表中心校長の監督の下、市町村等内の複数の共同学校事務室の全体の責任

者として室務を統括し、教育委員会や代表中心校長・中心校長及び室長等と連携しながら、

各共同学校事務室の全体の管理・運営に係る目標・計画及び分掌の作成や業務の管理・調整

及び評価、共同学校事務室間や市町村教育委員会事務局及び校長会等との連絡調整並びに室

長及び室員等の指導・助言及び人材育成を行う。 

① 市町村等内の各共同学校事務室の全体の管理・運営に係る業務の目標・計画及び分掌の

作成 

② 市町村等内の各共同学校事務室の全体の業務の管理・調整及び評価 

③ 共同学校事務室間の連絡調整や情報提供による全体の学校事務の質の向上 

④ 市町村教育委員会や校長会及び教頭会等との連絡調整 

⑤  共同学校事務室における研修の企画・運営及びＯＪＴの推進や室長及び室員等への指導・

助言による人材育成 

⑥ 市町村等内の事務職員の校務運営への参画の推進 

⑦ 市町村等内の事務職員の人事評価の補助 

⑧ 市町村等内の共同学校事務室の運営に関する懸案事項等への対応 

 

（３）副統括室長の職務 

副統括室長は、統括室長の補佐及び代理を行う。 

① 統括室長の所掌事務全般の補佐 

② 統括室長不在時の職務代理 

 

（４）室長の職務 

室長は、中心校長の監督の下、共同学校事務室の室務をつかさどり、教育委員会や中心校

長、統括室長及び他の室長等と連携しながら、共同学校事務室の業務の運営・連絡調整や室

員等の指導・助言及び支援を行い、共同学校事務室の事務を総括する。 

① 共同学校事務室の業務の運営 

② 共同学校事務室の実施計画書及び実施報告書の作成 

③ 共同学校事務室に係る連絡調整及び情報発信 

④ 業務研修の企画・運営やＯＪＴの推進による対象学校の室員等への指導・助言及び支援 

⑤ 室員等の校務運営への参画の推進 

 

（５）副室長の職務 

副室長は、室長の補佐及び代理を行う。 

① 室長の所掌事務全般の補佐 

② 室長不在時の職務代理 
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（６）チームリーダー（担当者会チーフ等）の職務 

   チームリーダー（担当者会チーフ等）は、統括室長・副統括室長及び室長等の指示により、

各チーム（担当者会等）の企画運営や経験の浅い事務職員等への助言を行う。 

 

（７）各学校における共同学校事務室による事務の共同処理の位置付け 

① 各校長は、共同学校事務室による事務の共同処理を校務分掌上に位置付けるなど、自校

の事務処理が円滑に行なわれるように努めるとともに、事務職員の校務運営に参画する機

会の拡大を推進する。 

② 各校長は、職員会議等において、共同学校事務室の目的・内容及び成果等について周知

するなど、教職員の理解の促進に努める。 

 

 

７ 県教育委員会及び市町村教育委員会等との連携 

（１） 県教育委員会は、共同学校事務室の先進的な取組内容等に係る情報提供や人的支援の

充実、小中学校等事務職員のキャリアステージにおける育成指標（【資料７】参照）に基

づく事務職員の体系的な研修の充実による事務職員の資質向上などを通じて、県内全域

の共同学校事務室の推進に努める。 

 

（２） 教育事務所は、管内の市町村教育委員会への指導・助言及び情報提供等を通じて、共

同学校事務室の設置及び運営の推進に努める。 

 

（３） 市町村教育委員会は、本ガイドラインを活用し、共同学校事務室の整備を推進する。 

 

（４） 市町村教育委員会は、教育事務所や代表中心校長及び中心校長、校長会及び教頭会、

統括室長及び室長等と連携し、共同学校事務室の懸案事項の解決や共同学校事務室間の

事務の平準化の促進、事務職員の人材育成等、共同学校事務室全体の円滑な運営の推進

に努める。 

 

（５） 本ガイドラインは、共同学校事務室での業務の進展状況等に応じて、随時見直しを行う。 
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＜参考資料＞ 
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【資料１】 

「学校教育法」(抜粋) 

 

第三十七条  小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。 

 第十四項  事務職員は、事務をつかさどる。 

（中学校、義務教育学校等に準用) 

 

                                            

 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（抜粋） 

 

第四十七条の四 教育委員会は教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校の

うちその指定する二以上の学校に係る事務（学校教育法第三十七条第十四項（同法第二十八

条、第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用

する場合を含む。）の規定により事務職員がつかさどる事務その他の事務であつて共同処理す

ることが当該事務の効果的な処理に資するものとして政令で定めるものに限る。）を当該学校

の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する二以上の学校のうちいずれか一の

学校に、共同学校事務室を置くことができる。 

２ 共同学校事務室に、室長及び所要の職員を置く。 

３ 室長は、共同学校事務室の室務をつかさどる。 

４ 共同学校事務室の室長及び職員は、第一項の規定により指定を受けた学校であつて、 

当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校の事務職員をもつて充てる。ただ 

し、当該事務職員をもつて室長に充てることが困難であるときその他特別の事情がある 

ときは、当該事務職員以外の者をもつて室長に充てることができる。 

５ 前三項に定めるもののほか、共同学校事務室の室長及び職員に関し必要な事項は、政 

令で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[学校における働き方改革特別部会（文部科学省）資料（H30.4.25）より] 

 

※ 附帯決議にて、「共同学校事務室の設置が事務職員の人員削減につながることのないよう、

基本的に一校に一人以上の事務職員の配置を確保すること」とされている。 
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「地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令」（抜粋） 

 

第三章の二 共同学校事務室 

（法第四十七条の四第一項の政令で定める事務） 

第七条の二 法第四十七条の四第一項の政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 

 一 当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校（以下「対象学校」という。）  

  において使用する教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務 

 二 対象学校の教職員の給与及び旅費の支給に関する事務 

 三 前二号に掲げるもののほか、対象学校の運営の状況又は当該対象学校の所在する地   

  域の状況に照らして、共同学校事務室において共同処理することが当該事務の効果的  

  な処理に資するものとして教育委員会規則で定める事務 

 

（共同学校事務室の室長及び職員） 

第七条の三 市町村の教育委員会は、法第四十七条の四第四項の規定により共同学校事務室の室

長及び職員に対象学校の事務職員をもつて充てようとする場合において、当該事務職員が県費負

担教職員であるときは、その任命権者の同意を得なければならない。同項ただし書きに規定する

場合において、当該事務職員以外の者をもつて室長に充てるときも、同様とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 岐阜県教育員会の所管に属する職員の任命の手続に関する規定 

第四条第五号 第二条第一号（職員の採用及び任期の更新の場合は除く。）第二号、第四

号から第七号（育児休業に係る場合に限る。）まで及び第九号から第十二号までに掲げる

場合で通知書の交付によらないことを適当と認める場合 

対 象 市町村教委 県教委 

 

 

 

 

  発令（県の 

 兼務発令を兼 

ねる。※） 

 

 

   申請 

 

 

 同意をもって 

 発令とみなす 

 

   受理 

 

 

 

   同意 
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                                   【資料２】 

 

○○市（町、村）立学校管理規則の一部改正（例） 

 

 

 

 

※「第○章 組織」に関する規定 

 

（共同学校事務室） 

第○条の○ 教育委員会は、学校における事務処理の体制の整備及び効率化並びに学校運

営に関する支援を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律

第１６２号）第４７条の４第１項の規定により、複数の学校に係る事務を事務職員が共同

で処理するための組織として、共同学校事務室を置く。 

２ 共同学校事務室の名称、共同学校事務室を設置する学校（以下「設置校」という。）並

びに事務を共同で処理する学校（以下「対象学校」という。）については、次の表のとお

りとする。 

共同学校事務室名 設置校 対象学校[※１] 

○○○ ○○中学校 ○○小学校・○○中学校 

○○○ ○○小学校 ○○小学校・○○小学校・○○小学校・

○○小学校・○○小学校・○○中学校 

○○中学校 

○○○ ○○中学校 ○○小学校・○○小学校・○○小学校・

○○中学校・○○中学校 

３ 共同学校事務室において処理する事務は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

施行令（昭和３１年政令第２２１号）第７条の２第１号及び第２号に規定する事務のほか、

次に掲げるとおりとする。 

（１）○○市（町、村）立学校事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに事務職員

の職務の遂行に関する要綱（令和○年○○市（町、村）教育委員会訓令第○号）別表に

掲げる職務のうち、共同で処理することにより、適正化・効率化又は効果的な学校運営

に関する支援を図ることができると認められる事務 [※２] 

（２）教育委員会から委任を受けた業務 

（３）前２号に掲げるもののほか、共同学校事務室において共同で処理することが効果的

な処理に資するものとして認められる事務 

４ 前３項に定めるもののほか、共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育

員会が別に定める。 

 

附 則 

この規則は、令和〇年〇月〇日から施行する。 

 

本資料等を参考に、市町村教育

委員会において作成する。 
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【補足】 

[※１]対象学校の中には、左欄に記載の設置校も記載する。 

 

[※２]市町村教育委員会において、事務職員の標準的職務内容が学校管理規則等に定めて

いる場合の例。 

現時点において学校管理規則等に定めていない場合は、例えば「市町村立小中学校事務

職員の標準的職務内容（令和３年１０月６日 教職第６０３号）別紙に掲げる職務のうち、

共同で処理することにより、適正化・効率化又は効果的な学校運営に関する支援を図るこ

とができる事務」などが考えられるが、この度の共同学校事務室の設置等に関する学校管

理規則等の整備に併せて、事務職員の校務運営へのより一層の参画等の観点から、「市町

村立小中学校事務職員の標準的職務内容（令和３年１０月６日 教職第６０３号）」を参

考に、事務職員の標準的職務内容を各市町村の学校管理規則等に定めて明確化すること

が望ましい。 

 

-12-



                                   【資料３】 

 

○○市（町、村）立小中学校共同学校事務室の組織及び運営に関する要綱（例） 

 

 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、○○市（町、村）立小中学校管理規則（平成○○年○○市（町、村）

教育委員会規則第○号。以下「規則」という。）第○○条の○第○項の規定に基づき、○

○市（町、村）立小学校、中学校及び義務教育学校（以下「小中学校等」という。）の共

同学校事務室の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （組織） 

第２条 共同学校事務室は、規則第○○条の○第○項の表に定める対象学校の事務職員（以

下「共同学校事務室の事務職員」という。）をもって構成する。 

２ 共同学校事務室には、岐阜県教育委員会の同意を得て○○市（町、村）教育委員会（以

下「教育委員会」という。）が任命した室長及び室員を置き、必要に応じて副室長を置く。 

３ 室長は、所属する学校（以下「本務校」という。）の校長（以下「中心校長」という。）

の監督の下、共同学校事務室の業務の運営・連絡調整並びに室員の指導・助言及び支援を

行い、共同学校事務室の事務を総括する。 

４ 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、その職務

を代行する。 

（統括室長等の設置） 

第３条 教育委員会は、規則第○○条の○第○項の表に掲げる共同学校事務室間の室務を

統括し、教育委員会事務局等との調整を行うため、岐阜県教育委員会の同意を得て、統括

室長を任命し、必要に応じて副統括室長を任命する。 

２ 統括室長は、統括室長の本務校の校長（以下「代表中心校長」という。）の監督の下、

各共同学校事務室の全体の事務を統括し、共同学校事務室の全体の管理・運営に係る目

標・計画及び分掌の作成や業務の管理・調整及び評価、関係機関との連絡調整並びに室長

及び室員等の指導・助言及び人材育成を行う。ただし、統括室長に事故があるとき、又は

統括室長が欠けたときは、副統括室長はその職務を代理する。 

３ 副統括室長は、統括室長の補佐及び代理を行う。 

 （共同学校事務室の運営）[※３] 

第４条 統括室長は、規則第○○条の○第○項に規定する事務（以下「共同学校事務室の事

務」という。）を実施するに当たり、毎年度初めに各共同学校事務室の全体の管理・運営

に係る目標・計画及び分掌等を定めた○○市（町村）立小中学校共同学校事務室経営案を

代表中心校長及び室長等と協議して作成し、教育委員会へ提出するものとする。 

２ 統括室長は、毎年度末に共同学校事務室全体の年間の業務に関する評価を行い、教育委

員会へ提出するものとする。 

３ 室長は、共同学校事務室の事務を実施するに当たり、毎年度初めに共同学校事務室実施

本資料等を参考に、市町村教育委員会

において作成する。 
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計画書（別記様式第１号）を中心校長及び統括室長と協議して作成し、教育委員会へ提出

しなければならない。 

４ 室長は、毎年度末に共同学校事務室実施報告書（別記様式第２号）を中心校長及び統括

室長と協議して作成し、教育委員会へ提出しなければならない。 

５ 共同学校事務室の事務職員は、共同学校事務室の事務のため、本務校以外に公文書等を

持ち出す場合は、個人情報の取扱いに留意し、あらかじめ共同学校事務室に係る文書持出

書（別記様式第３号）により本務校の校長の承認を得なければならない。 

６ 前項の規定により本務校以外に持ち出した公文書等を返却する場合は、共同学校事務

室に係る文書持出書（別記様式第３号）により、本務校の校長の確認を得なければならな

い。 

 （共同学校事務室協議会） 

第５条 教育委員会は、共同学校事務室の事務及び学校事務の状況を検証し、共同学校事務

室業務を円滑に進め、学校の管理運営に係る業務を推進するための○○市（町、村）立小

中学校共同学校事務室協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

２ 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。 

 （１）小中学校等の校長代表 

 （２）代表中心校長、各中心校長 

 （３）小中学校等の教頭代表 

 （４）小中学校等の教務主任代表 

 （５）統括室長、副統括室長、各室長 

 （６）教育委員会の担当者 

 （７）その他教育委員会が必要と認める者 

３ 協議会に会長及び副会長を置き、会長は小中学校等の校長代表をもって充て、副会長は

代表中心校長をもって充てる。 

４ 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故等が

あるときは、その職務を代理する。 

５ 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。 

６ 会長は、必要に応じて会議に関係する者の出席を求めることができる。 

７ 協議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。 

 （室長会） 

第６条 共同学校事務室の事務を円滑に進めるため、室長会を設置することができる。 

２ 室長会は、統括室長、副統括室長及び各室長をもって組織する。 

３ 室長会の会議は、統括室長が招集する。 

 （担当者会） 

第７条 学校事務の適正化・効率化及び教職員の負担軽減などの課題を解決するため、共同

学校事務室に担当者会を設置することができる。 

２ 担当者会の事務及びその名称は、室長会で協議し、教育委員会が決定する。 

３ 担当者会は、共同学校事務室の事務職員で組織し、各担当者会に所属する事務職員は室

長会で協議し、統括室長が決定する。 

４ 担当者会ごとにチーフを置き、各担当者会のチーフは所属する事務職員の中から統括
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室長が決定する。 

５ 担当者会のチーフは、担当者会の顧問である室長の指導・助言の下、担当者会を運営し、

担当者会の業務の企画及び調整を行う。 

６ 担当者会の会議は代表中心校長が招集する。 

（兼務） 

第８条 教育委員会は、共同学校事務室の事務職員に各学校（各事務職員の本務校を除く。）

を兼務させる必要がある場合は、岐阜県教育委員会へ内申する。 

 （服務） 

第９条 共同学校事務室の事務職員の服務の監督は、当該事務職員の本務校の校長が行う。

ただし、各共同学校事務室に関する事務上の監督は、代表中心校長が行う。 

２ 共同学校事務室の事務職員は、共同学校事務室の事務に当たり本務校以外において事

務を行う場合は、本務校の校長からの旅行命令によらなければならない。 

 （その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、共同学校事務室の運営に関し必要な事項は、教育

委員会が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和○年４月１日から施行する。 

 

（補足） 

[※３] 統括室長及び室長等の専決事項について、市町村の実情に応じて規定することも考

えられる。 
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別記 

様式第１号（第４条関係） 

 

共同学校事務室実施計画書 

 

共同学校事務室名：       

      年度 

日時 場所 内容 備 考 

月  日（ ） 

:   ～   : 
   

 月  日（ ） 

:   ～   : 
   

月  日（ ） 

:   ～   : 
   

月  日（ ） 

:   ～   : 
   

月  日（ ） 

:   ～   : 
   

月  日（ ） 

:   ～   : 
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様式第２号（第４条関係） 

 

共同学校事務室実施報告書 

 

共同学校事務室名：       

     年度 

日時・場所 項目 内容 備 考 

月  日（ ） 

:   ～   : 
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様式第３号（第４条関係） 

   年  月  日 

市（町村）立   学校長 様 

勤務校           

氏 名           

 

共同学校事務室に係る文書持出書 

 

下記の文書等を持ち出してよろしいか伺います。 

持出日時 
  年  月  日    時  分から 

  年  月  日    時  分まで 

持出文書  

持 出 先  

持出経路 

□ 勤務校から持出先へ直行 

□ その他（具体的に                ） 

□ 持出先から勤務校へ直帰 

□ その他（具体的に                ） 

校長承認  備  考 

 

 

 

 

上記の文書等の持出を終了したので報告します。                        

返 却 日    年   月   日 

校長確認  備  考 
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                                                                    【資料４】  
 

（共同学校事務室の事務職員の名簿の作成例） 

 

 
 
（補足）  
・原則、統括室長及び副統括室長は本務校を除く市町村内の全ての学校に、それ以

外の事務職員は本務校を除く所属する共同学校事務室内の学校に兼務を命じるも

のとする。 

 

 
 

共同学校事務室名 所  属  名 補職名 氏  名 役 職  備 考 

◇◇ 〇〇小学校 課長補佐 ○○○○ 統括室長 

兼室長 

 

〇〇小学校 主査 〇〇〇〇 副室長  

〇〇中学校 主事 〇〇〇〇   

〇〇小学校 主任 〇〇〇〇   

□□ ○○小学校 主事 ○○○○   

〇〇小学校 主任 〇〇〇〇   

〇〇中学校 課長補佐 ○○○○ 副統括室長 

兼室長 

 

〇〇小学校 臨時主事 〇〇〇〇  育休： 

～R〇.〇.〇 

主事 〇〇〇〇 

〇〇小学校 主査 〇〇〇〇 副室長  

〇〇中学校 主任 〇〇〇〇   

△△ 

 

〇〇小学校 主事 ○○○○   

〇〇中学校 主査 〇〇〇〇 室長  
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共同学校事務室の組織イメージ（参考）

市町村教育委員会
学校教育課・教育総務課

各担当者

・市町村校長代表
・市町村教頭代表
・市町村教員代表
（教務主任会代表）

代表中心校長
（統括室長の本務校長）

統括室長、
副統括室長

※室長と兼ねてもよい

中心校長
※室長の
本務校長

○小 ○中 ○小

○小

○小

○中

○小

○小

○中 ○中

○小

○小

○小

ｂ共同学校事務室ａ共同学校事務室 ｃ共同学校事務室

担当者会(例) ①総務チーム ②財務・管財チーム ③校務運営チーム （各チーフの選任）

兼務発令【県教育委員会】
○ 統括室長・副統括室長は、原則、市（町村）内全小・中学校を兼務
○ 室長・副室長及び室員は、原則、所属する共同学校事務室内の小・中学校を兼務

A市（町村）共同学校事務室協議会（仮称）

室 長 会

A市（町村）立小中学校共同学校事務室

その他関係職員
（必要に応じて）

【資料５】

中心校長
※室長の
本務校長

中心校長
※室長の
本務校長

室 長室 長室 長
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【資料６】 

教職第６０３号 

令和３年１０月６日 

 

各教育事務所長 様 

各市町村（組合）教育委員会教育長 様 

 

岐阜県教育委員会 

  教職員課長 

 

市町村立小中学校事務職員の標準的職務内容の改正について（通知） 

 

このことについて，平成２１年１０月６日付け教職第４９１号「市町村立小中学校事務

職員の標準的職務内容について（通知）」により通知しているところですが，学校教育法

の一部改正や働き方改革の推進等を踏まえ,「事務職員の標準的な職務の明確化に係る学

校管理規則参考例等の送付について（通知）」（令和２年７月１７日２初初企第１５号文

部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長・文部科学省初等中等教育局財務課長通

知）を参考に，事務職員の標準的職務内容を別紙のとおり見直しました。 

 教育事務所，市町村（組合）教育委員会においては，通知の趣旨を管内の各学校に周知

願います。また，市町村（組合）教育委員会においては，別添１・２を参考に，事務職員

の標準的職務内容を学校管理規則等に定め明確にすると共に，事務職員が他の教職員との

適切な業務の連携・分担の下，学校組織における唯一の総務・財務等に通じる専門職とし

て，校務運営に主体的・積極的に参画するよう指導願います。 

 

 

岐阜県教育委員会教職員課 小中学校係 
係長 大野 有紀 担当者 中藪 和基 
電話 代表：058－272－1111（内線3527） 

-21-



-22-



 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
  

-23-
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【資料７】 

教職第６５４号 

令和４年１０月６日 

 

各教育事務所長 様 

各市町村（組合）教育委員会教育長 様 

 

岐阜県教育委員会 

  教職員課長 

 

岐阜県「市町村（組合）立小中学校等事務職員のキャリアステージ」における育成指標 

の送付について（通知） 

 

 

子どもをめぐる教育課題が複雑化・困難化する中、平成29年４月１日に施行された学校

教育法の改正により「事務をつかさどる」に職務が見直された事務職員は、学校における

働き方改革の推進やGIGAスクール構想等をはじめとする「令和の日本型学校教育」の実現

に向けた流れも相俟って、今後益々、学校組織における唯一の総務・財務等に通ずる専門

職として、校務運営への参画を一層拡大し、より主体的・積極的に参画することが求めら

れています。 

県教育委員会としては、市町村（組合）立小・中・義務教育・特別支援学校に県費負担

教職員として配置している事務職員について、校務運営への積極的な参画を促し、学校運

営のより一層の充実と活性化を図るために、 キャリアステージに応じた資質能力を明確

にし、系統的な人材育成を図ることができるよう、このほど「岐阜県「市町村（組合）立

小中学校等事務職員のキャリアステージ」における育成指標」を作成しました。 

本指標は、各事務職員が自分自身のキャリアステージに求められる資質能力や取組内容

を把握して自己課題の明確化や目標設定する際の拠り所としたり、校長（管理職）が事務

職員との対話等を通じて資質向上に向けた指導助言、研修の受講の奨励をしたりなどにお

いて活用を想定しています。 

教育事務所、市町村（組合）教育委員会においては、こうした趣旨をご理解いただき、

本指標を管内の小・中・義務教育・市立特別支援学校へ周知いただくとともに、事務職員

が校務運営への参画を一層拡大できるよう、人材育成や環境の整備を推進されるようお願

いします。 

なお、本指標は、別紙「市町村立小中学校事務職員の標準的職務内容」（令和３年10月

６日付け 教職第603号）の内容を踏まえ作成しております。市町村（組合）教育委員会

においては、別添１・２を参考に、事務職員の標準的職務内容を学校管理規則等に定め明

確にすると共に、事務職員が他の教職員との適切な業務の連携・分担の下、学校組織にお

ける唯一の総務・財務等に通じる専門職として、校務運営に主体的・積極的に参画するよ

う指導願います。 

 

岐阜県教育委員会教職員課 小中学校係 
係長 大野 有紀 担当者 今井 鉄也 
電話 代表：058－272－1111（内線3616） 
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